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議長（飯塚美明） おはようございます。 

本日の会議を開きます。 

 

午前１０時００分  開会 

─────────────────────────────────── 
日程第１ 会議録署名議員の指名 

 
議長（飯塚美明） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、９番 星野千里さん及び１

０番 笠原耕作さんを指名します。 

─────────────────────────────────── 
日程第２ 請願第３号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書 

 
議長（飯塚美明） 日程第２、請願第３号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求め

る請願書を議題とします。 

 請願第３号について、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 梅澤志洋さん。 

（総務文教常任委員長 登壇） 

 
総務文教常任委員長（梅澤志洋） はい、２番。 

 委員会の審査報告をいたします。 

 総務文教常任委員会に付託されました請願第３号の趣旨は、手話が音声言語と対等な言

語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由

に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することができる環境整備を目的と

した法整備を国として実現することが必要であると考えられることから、手話言語法制定

を求める意見書を政府と国会に対して提出を求めるものです。９月８日に当委員会を開催

し、全員出席して慎重に審査を行った結果、次のような意見でした。 

 聾学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があり、

２０１１年、平成２３年８月に障害者基本法が改正され、言語に関連してさまざまな規定

が設けられましたが、これらの諸規定だけでは手話言語に関する権利を十分に保障したと

は言えないので、さらなる規定の整備が求められます。改正障害者基本法から踏み込み、

手話の認知をより確かなものとし、手話言語に関する権利をより実効性をもって保障して

いくために手話言語法の制定が求められていることから、本請願の願意を理解し、国に対

して意見書を提出するべきという意見でした。 

 以上のような審査結果を踏まえて、当委員会に諮ったところ、請願第３号については、

採択すべきものと決定いたしました。 

 以上を申し上げ、委員長報告といたします。 
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議長（飯塚美明） 委員長報告が終わりましたので、これから委員長報告に対する質疑を

行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） これで討論を終わります。 

 これから、請願第３号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書を採決し

ます。 

 この請願に対する委員長報告は、採択です。 

 この請願は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第３号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書は、委

員長報告のとおり採択することに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第３ 認定第１号 平成２５年度片品村一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第４ 認定第２号 平成２５年度片品村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

           ついて 

日程第５ 認定第３号 平成２５年度片品村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

           ついて 

日程第６ 認定第４号 平成２５年度片品村営観光施設事業特別会計決算の認定について 

日程第７ 認定第５号 平成２５年度片品村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て 

日程第８ 認定第６号 平成２５年度片品村下水道事業等特別会計歳入歳出決算の認定に 

           ついて 

日程第９ 認定第７号 平成２５年度片品村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 
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           について 

 
議長（飯塚美明） 日程第３、認定第１号 平成２５年度片品村一般会計歳入歳出決算の

認定についてから、日程第９、認定第７号 平成２５年度片品村後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定についてまでの、以上７件を一括議題といたします。 

 説明が終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 まず、一般会計について、質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 質疑なしと認めます。 

 次に、６特別会計について一括して質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、認定第１号 平成２５年度片品村一般会計歳入歳出決算の認定について討論

を行います。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第１号 平成２５年度片品村一般会計歳入歳出決算の認定についてを採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号 平成２５年度片品村一般会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、認定第２号 平成２５年度片品村国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について、討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第２号 平成２５年度片品村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第２号 平成２５年度片品村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定については、原案のとおり認定されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、認定第３号 平成２５年度片品村簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、討論を行います。 
 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第３号 平成２５年度片品村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第３号 平成２５年度片品村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定については、原案のとおり認定されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、認定第４号 平成２５年度片品村営観光施設事業特別会計

決算の認定について、討論を行います。 
 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これから、認定第４号 平成２５年度片品村営観光施設事業特別会計決算の認定につい

てを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第４号 平成２５年度片品村営観光施設事業特別会計決算の認定につ

いては、原案のとおり認定されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、認定第５号 平成２５年度片品村介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定について、討論を行います。 
 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第５号 平成２５年度片品村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第５号 平成２５年度片品村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、認定第６号 平成２５年度片品村下水道事業等特別会計歳

入歳出決算の認定について、討論を行います。 
 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第６号 平成２５年度片品村下水道事業等特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。 



－11－ 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第６号 平成２５年度片品村下水道事業等特別会計歳入歳出決算の認

定については、原案のとおり認定されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、認定第７号 平成２５年度片品村後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定について、討論を行います。 
 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第７号 平成２５年度片品村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第７号 平成２５年度片品村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定については、原案のとおり認定されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１０ 議案第４４号 平成２６年度片品村一般会計補正予算（第２号）について 

日程第１１ 議案第４５号 平成２６年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

             について 

日程第１２ 議案第４６号 平成２６年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

             について 

日程第１３ 議案第４７号 平成２６年度片品村営観光施設事業特別会計補正予算（第１ 

             号）について 

日程第１４ 議案第４８号 平成２６年度片品村介護保険特別会計補正予算（第１号）に 

             ついて 

日程第１５ 議案第４９号 平成２６年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第１号） 

             について 

日程第１６ 議案第５０号 平成２６年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 
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             号）について 

 

議長（飯塚美明） 日程第１０、議案第４４号 平成２６年度片品村一般会計補正予算（第

２号）についてから、日程第１６、議案第５０号 平成２６年度片品村後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）についてまでの、以上７件を一括議題といたします。 

 説明が終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 まず、一般会計について、質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 質疑なしと認めます。 

 次に、６特別会計について、一括質疑を行います。 

 質疑は、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４４号 平成２６年度片品村一般会計補正予算（第２号）について討

論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第４４号 平成２６年度片品村一般会計補正予算（第２号）についてを

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４４号 平成２６年度片品村一般会計補正予算（第２号）について

は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、議案第４５号 平成２６年度片品村国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）について、討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第４５号 平成２６年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号 平成２６年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、議案第４６号 平成２６年度片品村簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）について、討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第４６号 平成２６年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号 平成２６年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）について、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、議案第４７号 平成２６年度片品村営観光施設事業特別会

計補正予算（第１号）について、討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これから、議案第４７号 平成２６年度片品村営観光施設事業特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４７号 平成２６年度片品村営観光施設事業特別会計補正予算（第

１号）については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、議案第４８号 平成２６年度片品村介護保険特別会計補正

予算（第１号）について、討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第４８号 平成２６年度片品村介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４８号 平成２６年度片品村介護保険特別会計補正予算（第１号）

については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、議案第４９号 平成２６年度片品村下水道事業等特別会計

補正予算（第１号）について、討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第４９号 平成２６年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４９号 平成２６年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第１

号）については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） これから、議案第５０号 平成２６年度片品村後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）について、討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５０号 平成２６年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号 平成２６年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１７ 同意第４号 片品村名誉村民の推挙について 

 

議長（飯塚美明） 日程第１７、同意第４号 片品村名誉村民の推挙についてを議題とい

たします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 

 村長 千明金造さん。 

（村長 登壇） 

 
村長（千明金造） はい、村長。 

 同意第４号 片品村名誉村民の推挙について、提案の説明を申し上げます。 

 𠮷 川廣和氏は、尾瀬の里の片品村のために、多角的な視点から尾瀬の環境保全や地域

活性化に貢献をしていただいております。 
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 よって、同氏を片品村名誉村民として推挙いたしたく、片品村名誉村民条例第３条第１

項により、議会の同意をお願いするものであります。 

 よろしくお願いします。 

 

議長（飯塚美明） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） これで討論を終わります。 

 これから、同意第４号 片品村名誉村民の推挙についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第４号 片品村名誉村民の推挙については、原案のとおり同意するこ

とに決定をいたしました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１８ 発委第２号 手話言語法制定を求める意見書 

 

議長（飯塚美明） 日程第１８、発委第２号 手話言語法制定を求める意見書を議題とい

たします。 

 本案について、趣旨説明を求めます。 

 総務文教常任委員長 梅澤志洋さん。 

（総務文教常任委員長 登壇） 

 
総務文教常任委員長（梅澤志洋） はい、２番。 

 発委第２号 手話言語法制定を求める意見書について、趣旨説明をいたします。 
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 手話とは、日本語を音声ではなく手、指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や

文法体系を持つ言語です。手話を使う聾者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、

情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。 

 しかしながら、聾学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた

長い歴史がありました。 

 ２００６年、平成１８年１２月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」

であることが明記されてきます。 

 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、２０１２年、平成２３

年８月に成立した改正障害者基本法では「全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）

その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。 

 また、同法第２２条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手

話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身に

つけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することの

できる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考えます。 

 よって、本村議会は、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものであります。 

 記 

 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を

身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究するこ

とのできる環境整備を目的とした手話言語法（仮称）を制定すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成２６年９月１１日。 

 内閣総理大臣殿。 

 衆議院議長殿。 

 参議院議長殿。 

 厚生労働大臣殿。 

 文部科学大臣殿。 

 片品村議会議長、飯塚美明。 

 以上でございます。 

 

議長（飯塚美明） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） これで討論を終わります。 

 これから、発委第２号 手話言語法制定を求める意見書を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、発委第２号 手話言語法制定を求める意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

─────────────────────────────────── 
日程第１９ 閉会中の継続調査申し出について 

 

議長（飯塚美明） 日程第１９、閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。 

 各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元にお配りした申出書のとお

り閉会中の継続調査申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しまし

た。 

─────────────────────────────────── 
日程第２０ 閉会中の継続審査申し出について 

 

議長（飯塚美明） 日程第２０、閉会中の継続審査申し出についてを議題とします。 

 総務文教常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元にお配りした申出書

のとおり閉会中の継続審査申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しまし

た。 

─────────────────────────────────── 
日程第２１ 字句等の整理委任について 

 

議長（飯塚美明） 日程第２１、字句等の整理委任についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会で議決された事件について、その字句及び数字等の整理を要するものについて

は、会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（飯塚美明） 異議なしと認めます。 

 したがって、字句及び数字等の整理は、議長に委任することに決定しました。 

 これで本日の日程は、全部終了しました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 去る９月４日に開会されました第６回定例会が、ここに閉会の運びとなりました。 

 定例会中、議員各位におかれましては、熱心なご審議を賜り、厚くお礼を申し上げると

ころでございます。 

 また、執行部の皆様には、審議のために、十分な対応とご協力をいただきまして、心か

ら感謝を申し上げます。 

 これから秋を迎え、観光や農業などの産業においては、行楽客でにぎわい、そして実り

の秋となりますよう念願をいたします。 

 また、収穫祭、敬老会、村民運動会、消防団秋季点検などの行事が開催されますが、多

くの皆様に参加していただき、すばらしい大会となりますよう願っております。 

 議員各位には、閉会中も行政視察や研修会などの議会活動が予定されております。健康

には十分ご留意の上、存分に活躍されますことを心からご祈念を申し上げまして、閉会の

ごあいさつといたします。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） この際、村長からあいさつの申し出がありますので、許可します。 

 村長 千明金造さん。 

（村長 登壇） 

 
村長（千明金造） はい、村長。 

 閉会に当たりまして、ひと言ごあいさつを申し上げます。 



－20－ 

 去る９月４日開会されました第６回片品村議会定例会につきましては、本日までの８日

間にわたり、議員各位には平成２５年度一般会計と各特別会計の決算認定、平成２６年度

一般会計及び各特別会計の補正予算、条例の一部改正、名誉村民の推挙など、連日熱心に

議案の審議を賜り、それぞれ原案どおりご認定をいただきまして、大変ありがとうござい

ました。 

 国が定めた財政健全化法による５項目の指数の報告も、昨年に引き続き問題ない指数で

報告できたことも含め、心から厚くお礼を申し上げます。 

 また、本会議や各常任委員会、あるいは一般質問など、ご指導賜りましたことにつきま

しても、今後の行政執行の中で生かしてまいりたいと考えております。 

 今年度も早いもので上半期が終わろうとしていますが、村の予算執行を初め、各事業の

推進につきましては、なお一層無駄のない公平な執行に努め、行政効率の向上に努めてま

いりたいと考えています。 

 いよいよ本格的な秋を迎え、あすのＮＨＫふれあい歌謡ステージを初め、片品村敬老会、

村民運動会など数多くの行事が予定されていますが、これら各行事につきましても、議員

皆様方の一層のご協力を賜りたいと思います。 

 農業関係につきましては、順調な天候に恵まれ、実り多い収穫となるよう、また、秋の

観光シーズンを迎え、本村を訪れる観光客が例年以上に増えてくれるよう願っております。 

 終わりになりますが、議員の皆様のますますのご活躍とご健勝をお祈りいたしまして、

閉会に当たってのお礼のあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。 

─────────────────────────────────── 
議長（飯塚美明） 以上で会議を閉じます。 

 平成２６年第６回片品村議会定例会を閉会いたします。 

 皆様ありがとうございました。 

 

午前１０時２８分  閉会 

 


